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第２３回　農地部定例会議事録 

 

開催日時　　　　令和８年４月２７日　１３時３０分 

 

開催場所　　　　阿南市役所　６０２会議室 

 

出席委員　　　　岡久部長・遠藤裕美副部長・米山委員・岡部委員・中村委員・阪井委員・

吉岡委員・竹内委員・武市委員・遠藤義春委員・山本委員・湯浅委員・井

出委員・尾崎委員・仁尾委員・西野委員 

 

欠席委員　　　　南部委員・幸田委員・森委員 

 

村田局長　　　　欠席委員の報告及び、農業委員等に関する法律第２７条第３項により会議

の有効性を報告 

 

事務局　　　　　失礼します。議案書の訂正がございます。 

議案書９ページ、第７号議案、農地中間管理事業の推進に関する法律に基　

づく農用地利用集積等促進計画について、ナンバー６でございます。貸付人

の氏名に誤りがございます。正しくは○○○○○さんでございます。 

続きまして、議案書１３ページ、同議案、ナンバー１７でございますが、　　

これは前回の定例会議案の継続審議分となりますので、議案の削除をお願い

します。 

訂正しお詫び申し上げます。 

次に、議案の取下げがございます。 

議案書１６ページ、第７号議案、ナンバー３２についてですが、徳島県農　　

業開発公社より取下げの申出がありました。 

 

岡久部長　　　　それでは第２３回農地部定例会を始めさせていただきます。本日の議事録

署名者は中野島地区の遠藤義春委員と椿地区の米山委員にお願いします。 

本日の議事に入りたいと思います。 

第１号議案　非農地証明願について 

第２号議案　農地法の規定による許可申請の取下及び取消について 

第３号議案　農地法第３条の規定による許可申請について 

第４号議案　農地法第４条の規定による許可申請について 

第５号議案　農地法第５条の規定による事業計画変更について 

第６号議案　農地法第５条の規定による許可申請について 

第７号議案　農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用集積

等促進計画について 
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　議案については、それぞれ各地区で事前に審議されていると思いますので

ご報告お願いします。それでは椿地区からお願いします。 

 

米山委員　　　　それでは椿地区からご報告します。椿地区は４月２０日に福井公民館にて

福井地区、橘地区と合同で地区部会を開き、議案の事前審査を行いました。

その結果を報告させていただきます。 

　　　　　　　　議案書の９ページをお開きください。第７号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では、許可相当としました。 

　　　　　　　　以上、椿地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いします。 

 

岡久部長　　　　次に、福井地区お願いします。 

 

岡部委員　　　　それでは福井地区からご報告します。福井地区は４月２０日に福井公民館

にて椿地区、橘地区と合同で地区部会を開き、議案の事前審査を行いました。

その結果を報告させていただきます。 

　　　　　　　　議案書の８ページをお開きください。第６号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では、許可相当としました。 

　　　　　　　　議案書の９から１０ページをお開きください。第７号議案「委員による朗

読・説明」地区部会では、許可相当としました。 

　　　　　　　　以上、福井地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いしま

す。 

 

岡久部長　　　　次に、橘地区お願いします。 

 

岡部委員　　　　橘地区は議案ございません。 

 

岡久部長　　　　次に、新野地区お願いします。 

 

中村委員　　　　それでは新野地区からご報告します。新野地区は４月２２日に新野公民館

にて地区部会を開き、議案の事前審査を行いました。その結果を報告させて

いただきます。 

　　　　　　　　議案書の１ページをお開きください。第１号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では、許可相当としました。 

　　　　　　　　議案書の３ージをお開きください。第３号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では、許可相当としました。 

　　　　　　　　議案書の１０から１２ページをお開きください。第７号議案「委員による

朗読・説明」地区部会では、許可相当としました。 
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　　　　　　　　以上、新野地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いしま

す。 

 

岡久部長　　　　次に、桑野地区お願いします。 

 

遠藤裕美副部長　それでは桑野地区からご報告します。桑野地区は４月２０日に桑野公民館

にて地区部会を開き、議案の事前審査を行いました。その結果を報告させて

いただきます。 

　　　　　　　　議案書の２ページをお開きください。第２号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では、許可相当としました。 

　　　　　　　　議案書の１２ページをお開きください。第７号議案「委員による朗読・説

明」地区部会では、許可相当としました。 

　　　　　　　　以上、桑野地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いしま

す。 

 

岡久部長　　　　次に、見能林地区お願いします。 

 

吉岡委員　　　　それでは見能林地区からご報告します。見能林地区は４月２４日に事務局

にて富岡地区、宝田地区と合同で地区部会を開き、議案の事前審査を行いま

した。その結果を報告させていただきます。 

　　　　　　　　議案書の３ページをお開きください。第３号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では、許可相当としました。 

以上、見能林地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いし

ます。 

 

岡久部長　　　　次に、富岡地区お願いします。 

 

竹内委員　　　　それでは富岡地区からご報告します。富岡地区は４月２４日に事務局にて

見能林地区、宝田地区と合同で地区部会を開き、議案の事前審査を行いまし

た。その結果を報告させていただきます。 

　　　　　　　　まず、前回である、第２２回農地部会の第２号議案、ナンバー５について

ですが、今議案の第２号議案で、取下げ申請が出てきておりますので、今回

の議案が許可された場合、審議の対象外となります。 

同じく、継続審議である、第２２回農地部会の第４号議案、ナンバー１７　

の使用貸借ですが、これについては、今議案の第６号議案で、上部の営農型

太陽光発電施設の一時転用申請が出てきたため、許可相当を判断しました。 

今回の議案に入ります。 

　　　　　　　　議案書の２ページをお開きください。第２号議案「委員による朗読・説明」
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地区部会では、許可相当としました。 

　　　　　　　　議案書の３ページをお開きください。第３号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では、許可相当としました。 

議案書の６ページをお開きください。第４号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では、許可相当としました。 

　　　　　　　　議案書の８ページをお開きください。第６号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では、許可相当としました。 

　　　　　　　　議案書の１３ページをお開きください。第７号議案「委員による朗読・説

明」地区部会では、許可相当としました。 

　　　　　　　　以上、富岡地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いしま

す。 

 

岡久部長　　　　次に、宝田地区お願いします。 

 

武市委員　　　　それでは宝田地区からご報告します。宝田地区は４月２４日に事務局にて

富岡地区、見能林地区と合同で地区部会を開き、議案の事前審査を行いまし

た。その結果を報告させていただきます。 

議案書の３から４ページをお開きください。第３号議案「委員による朗読・

説明」地区部会では、許可相当としました。 

　　　　　　　　議案書の６ページをお開きください。第４号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では、許可相当としました。 

　　　　　　　　議案書の１３から１４ページをお開きください。第７号議案「委員による

朗読・説明」地区部会では、許可相当としました。 

　　　　　　　　以上、富岡地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いしま

す。 

 

岡久部長　　　　次に、長生地区です。 

それでは長生地区からご報告します。長生地区は４月２３日に事務局にて

中野島地区と合同で地区部会を開き、議案の事前審査を行いました。その結

果を報告させていただきます。 

議案書の１ページをお開きください。第１号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では、許可相当としました。 

議案書の１４から１５ページをお開きください。第７号議案「委員による

朗読・説明」地区部会では、許可相当としました。 

以上、長生地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いしま

す。 

 

岡久部長　　　　次に、中野島地区お願いします。 
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遠藤義春委員　　それでは中野島地区からご報告します。中野島地区は４月２３日に事務局

にて長生地区と合同で地区部会を開き、議案の事前審査を行いました。その

結果を報告させていただきます。 

議案書の１ページをお開きください。第１号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では、許可相当としました。 

議案書の８ページをお開きください。第６号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では、許可相当としました。 

議案書の１５から１６ページをお開きください。第７号議案「委員による

朗読・説明」地区部会では、許可相当としました。 

以上、中野島地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いし

ます。 

 

岡久部長　　　　次に、大野地区お願いします。 

 

山本委員　　　　大野地区からご報告します。大野地区は４月２１日に大野公民館上大野分

館にて地区部会を開き、議案の事前審査を行いました。その結果を報告させ

ていただきます。 

議案書の１６から１７ページをお開きください。第７号議案「委員による

朗読・説明」地区部会では、許可相当としました。 

以上、大野地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いしま

す。 

 

岡久部長　　　次に、加茂谷地区お願いします。 

 

湯浅委員　　　　加茂谷地区からご報告します。加茂谷地区は４月２０日に加茂谷公民館に

て地区部会を開き、議案の事前審査を行いました。その結果を報告させてい

ただきます。 

議案書の４から５ページをお開きください。第３号議案「委員による朗読・

説明」地区部会では、許可相当としました。 

議案書の１７ページをお開きください。第７号議案「委員による朗読・説

明」地区部会では、許可相当としました。 

以上、加茂谷地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いし

ます。 

 

岡久部長　　　　次に、那賀川地区お願いします。 

 

井出委員　　　　それでは那賀川地区からご報告します。那賀川地区は４月２３日に那賀川

公民館にて地区部会を開き、議案の事前審査を行いました。その結果を報告
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させていただきます。 

　　　　　　　　議案書の５ページをお開きください。第３号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では、許可相当としました。 

　　　　　　　　議案書の８ページをお開きください。第６号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では、許可相当としました。 

　　　　　　　　議案書の１７から１８ページをお開きください。第７号議案「委員による

朗読・説明」地区部会では、許可相当としました。 

　　　　　　　　以上、那賀川地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いし

ます。 

 

岡久部長　　　　次に、羽ノ浦地区お願いします。 

 

仁尾委員　　　　羽ノ浦地区よりご報告します。羽ノ浦地区は４月２１日に羽ノ浦公民館に

て地区部会を開き、議案の事前審査を行いました。その結果を報告させてい

ただきます。 

　　　　　　　　議案書の７ページをお開きください。第５号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では、許可相当としました。 

　　　　　　　　議案書の１９から２０ページをお開きください。第７号議案「委員による

朗読・説明」地区部会では、許可相当としました。 

　　　　　　　　以上、羽ノ浦地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いし

ます。お願いします。 

 

岡久部長　　　　それでは、各地区からご報告いただきましたが、事務局から、第２、４、

５、６号議案について報告があるようなので、説明をお願いします。 

 

事務局　   　　 失礼します。議案書２ページ、第２号議案、ナンバー１についてですが、

前回の議案で許可をしておりましたが譲受人より取消の申出があり、申請を

受理しました。 

次に、同議案、ナンバー２についてですが、竹内委員より報告がありまし　　

たが、前回の継続審議になっていた案件です。 

申請人より取下げたいと申出があり受理したものです。よって、前回の継続

審議については、この議案が許可された場合は取下げ扱いとなります。 

次に議案書６ページ、第４号議案、ナンバー１についてですが、作物はシ　　

キミで、令和７年度については、５８．３８ｋｇであり、１０アール当たり１１４．

４７ｋｇです。愛媛県林業試験場のシキミ栽培指針から、１０アール当たり３４７

ｋｇです。地域の平均単収の３２．９９％になります。目標値の８０％に達成さ

れておりませんが、これは、まだ若木であることが原因です。また、苗の本

数も増やす計画もあります。 
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次に議案書７ページ、第５号議案、ナンバー１についてですが、第２０回　　

農地部会で、事業計画変更をして、区画数を５から４にした案件です。今回

は区画数を４から３に減らす変更となります。 

次に議案書８ページ、第６号議案、ナンバー２についてですが、先ほど説　

明した、第４号議案分と同一案件となります。 

作物については、シキミとみょうがで、まず、シキミについてですが、申

請地での令和７年度の収量については、１３９．７６９ｋｇであり、１０アール当

たり１１４．４７ｋｇです。愛媛県林業試験場のシキミ栽培指針から、１０アール

当たり３４７ｋｇです。地域の平均単収の３２．９９％になります。目標値の８０％

に達成されておりませんが、これは、まだ若木であることが原因です。また、

苗の本数も増やす計画もあります。次に、みょうがについて説明します。 

申請地での令和7年度の収量については、１００．３５ｋｇであり、１０アール

当たり１０４．６４ｋｇです。農林水産省地域特産野菜生産調査のみょうがから、

１０アール当たり３０７ｋｇ。地域の平均単収の３４．０８％になります。目標値

の８０％に達成されておりませんが、これは、収量、品質向上に向けて令和６年

の冬に根株の植替えを行ったので、今期の収穫量は少なくなっていることが原因で

す。根株の植替えから２年目（令和８年）以降は収穫量が増えていく見込みです。 

次に、同議案　ナンバー３についてですが、作物については水稲です。申　　

請地での収量については、１，３２０ｋｇであり、１０アール当たり３８９ｋｇで

す。農林水産省中国四国農政局の作物統計調査。令和７年産水稲の作付け面積収穫

量から、徳島県南部の１０アール当たり４７９ｋｇです。地域の平均単収の８１．

２１％になります。 

次に同議案　ナンバー４についてですが、先週４月２４日に会長・職務代

理者・現地調査推進員兼農業委員・推進委員と事務局で現地調査を行い、問

題ないと回答を得ております。 

最後に、同議案　ナンバー５についてですが、この件については、昨年の

第１３回農地部会で現場事務所で一時転用の承認を受けていた土地となりま

す。今は農地に復旧しております。借受人が、新工業が完成し新たに雇用者

が増えたことにより社員駐車場が不足し、貸し人と話しがついたため、申請

に至りました。 

以上でございます。ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

 

岡久部長　　　 それでは、ご意見、ご質問がありましたら発言願います。 

 

　　　　　　　（意見無し） 

 

岡久部長　　　　それでは他に、意見もないようですから、採決に入りたいと思います。ま

ず第２号議案ナンバー２について承認してよろしか。 
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一同　　　　　　異議なし 

 

岡久部長　　　　次に、前回である第２２回農地部定例会の第４号議案ナンバー１７の継続

審議分と今回の第２号議案ナンバー２以外の全ての案件の第１号議案から７

号議案について一括してして承認してよろしいか。 

 

一同　　　　　　異議なし 

 

岡久部長　　　　はい、それでは、ただいまの審議結果を事務局より報告してもらいます。 

 

村田局長　　　　報告します。前回の第２２回農地部定例会の第４号議案ナンバー１７の継

続審議分と今回の第２３回農地部定例会の内、第７号議案ナンバー３２につ

いては取下、その他の第１号議案から第７号議案は、全て承認です。 

 

岡久部長　　　　ただいま事務局より報告のあったとおり決定してよろしいか。 

 

一同　　　　　　異議なし 

 

岡久部長　　　　それでは、報告のあったとおり決定します。 

 

岡久部長　　　　以上で議案審議は終了します。次に、議案外その他に入りますが何かござ

いますか。 

 

　　　　　　　　（特になし） 

 

岡久部長　　　　はい、他にはないようですので、事務局から事務連絡がありましたらお願

いします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

事務局　　　　　今回、ございません。 

 

岡久部長　　　　以上をもちまして、第２３回農地部定例会を閉会いたします。次回は、５

月２５日で予定いたしております。本日はご苦労さまでした。 

 

閉　　　会　　　 

 


